
 

令和８年度鵠沼地区郷土づくり推進会議公募委員選考要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、「藤沢市郷土づくり推進会議設置要綱」に基づき設置される鵠沼地区郷 

土づくり推進会議の公募委員の選考に関して必要な事項を定める。 

２ 選考組織 

  公募委員の選考については、公平性・中立性・透明性を保つことを目的とし、地域に

関わる様々な分野による視点から選考するため、次に掲げる者で構成する選考委員会を

設置して行う。 

 (1) 鵠沼地区郷土づくり推進会議議長 

 (2) 鵠沼地区郷土づくり推進会議副議長 

 (3) 鵠沼市民センター長 

 (4) 鵠沼市民センター地域づくり担当管理職職員 

(5) 鵠沼地区町内会自治会連合会代表 

(6) 学校長（※地区内学校長）  

３ 委員長、副委員長 

 (1) 選考委員会に委員長を置き、鵠沼市民センター長を除いた委員の中から互選により

決める。副委員長は鵠沼市民センター長を充てる。 

 (2) 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

 (3) 委員長に事故があるときは、鵠沼市民センター長がその職務を代理する。 

４ 選考委員会 

   選考委員会は、委員長が招集し、委員の３分の２以上が出席しなければ、委員会を  

開くことができない。 

５ 選考方法 

 (1) 選考委員は、応募者記載の「鵠沼地区郷土づくり推進会議公募委員応募用紙」記載

事項をもとに、「公募委員選考基準採点票」（第１号様式）に掲げる項目ごとに採点

する。 

 (2) 選考委員会は、合計得点を参考にして候補者を選考する。 

 (3) 採点結果が同点の場合は、年代、性別、地域性等の均衡やその他特記事項に記され

ている内容を考慮して、選考委員会において協議し、合議の上、候補者を決定する。  

 (4) 全ての選考委員の採点結果において、２人以上の委員が同項目で、「著しく低い（評

価：１）」と評価した者は、合計得点にかかわらずその者を候補者から除外すること

ができる。なお、候補者から除外することについては、選考委員会において協議し、

合議の上、決定する。 

 (5) 選考委員会は、必要により応募のあった者と面談を行い、評価に考慮することがで

きる。 

６ 選考結果の報告 

   委員長は、選考の結果として各候補者の合否の情報を速やかに市長に報告するとと

もに、応募者に対し、その者の合否の情報を通知する。  

   なお、選考結果報告の対象は合否の情報のみとし、選考の過程、採点票については



 

開示しないものとする。 

７ 庶務 

   公募委員の選考の庶務は、鵠沼市民センター地域づくり担当において行う。 

８ 委任 

   この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会  

に諮って定める。 

９ その他 

   この要領は、令和８年１月５日から施行する。  



 

（第１号様式） 

 

年   月   日 

 

鵠沼地区郷土づくり推進会議公募委員選考基準採点票  

 

番  号   氏  名  
 

 

採点項目 □枠は応募用紙の項目 高い         ⇔           低い 

（自己ＰＲ）自己ＰＲ  

郷土づくり推進会議で活かせる特技や専門知識、

地域活動や市民活動等の実績 

４     ３     ２     １ 

 

（コミュニケーション）自己ＰＲ 

円滑に意思疎通を図るコミュニケーション能力、協

調性等 

４     ３     ２     １ 

 

（活動動機・意欲）取り組みたい課題や活動  

郷土づくり推進会議を通じたまちづくりに対する考

えや活動に参加する動機や意欲 

４     ３     ２     １ 

（事業に対する理解）取り組みたい課題や活動  

郷土づくり推進会議の目的、趣旨、活動内容等へ

の理解 

４     ３     ２     １ 

（活動可能）活動可能日時  

＊活動可能日がほとんどなく、その代替となる手法

も確保できない場合のみ「１」 

 

４                １ 

 

（その他特記事項） 

＊必要があれば明記 

 

 

 

 

合計得点           点  

＊その他特記事項は、同点者が出た場合や複数の委員が同一項目に評点を１とした場合の合議

の参考とする。 


